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議  事 

（１）「ＯＩＭＡＣＨＩ ＴＲＡＣＫＳ（大井町トラックス）」の新設について 

 

○野田会長 まず、品川区の「ＯＩＭＡＣＨＩ ＴＲＡＣＫＳ（大井町トラックス）」に

おける東日本旅客鉄道株式会社による新設の届出の案件です。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

○志賀課長代理 それでは、審議案件の概要「ＯＩＭＡＣＨＩ ＴＲＡＣＫＳ（大井町ト

ラックス）」の新設について、ご説明申し上げます。 

 資料１の１ページ、「１ 届出の概要」をご覧ください。 

 届出日は令和７年４月１５日、設置者は東日本旅客鉄道株式会社、店舗名称は「ＯＩＭ

ＡＣＨＩ ＴＲＡＣＫＳ（大井町トラックス）」、所在地は品川区広町二丁目３７２５番

２ほか、小売業名は未定での届出となっております。 

 新設する日は令和８年３月３１日、店舗面積は７，３７４平方メートルです。 

 駐車場については、店舗１階から地下２階までの４か所合計で６３台分整備します。指

針の計算式により算出した必要駐車台数は６３台であり、これと同数の届出となっており

ます。 

 届出駐車台数を含んだ飲食・サービス・劇場用兼用として３４８台整備するほか、オフ

ィス・住宅用で１０１台分を確保し、施設全体では４４９台の駐車場を設置します。 

駐車場の出入口は出入口１か所、入口１か所、出口１か所の計３か所の設置となります。 

 自動二輪車用駐車場は８２台分設置します。 

 駐輪場は店舗１階に駐輪場Ｎｏ．１として３９４台、駐輪場Ｎｏ．２として１４９台、

合計５４３台分整備します。品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の整備に関

する条例による必要駐輪台数は５４３台となりました。これと同数の届出となります。 

 このほか、飲食・サービス・劇場用、オフィス・住宅用を含め、施設全体で１，３５９

台分の駐輪場を整備します。 

 荷さばき施設は店舗１階及び地下１階に４か所合計で８０９平方メートル分整備します。

使用時間帯は２４時間です。 

 廃棄物等の保管施設については、店舗地下１階に３か所合計で３６．２５立方メートル

分整備します。指針に基づく排出予測量２８．８３立方メートルに対し、充足する計画で
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す。 

 開店時刻は午前６時ほか、閉店時刻は翌午前０時ほかとなっており、一部店舗は２４時

間営業となっております。 

駐車場の利用時間帯は２４時間です。 

 次に、「２ 周辺の生活環境等」です。 

 計画地は東京臨海高速鉄道りんかい線「大井町」駅の改札に直結しており、用途地域は

準工業地域、第一種住居地域です。 

 店舗周辺の状況ですが、東側は鉄道駅及び線路が隣接し、線路を挟んで店舗等が立地、

西側は空き地が隣接、南側は都道を挟んで店舗等が立地、北側は区画道路を挟んで事務所

が立地といった環境となっています。 

 参考情報ですが、当該敷地は、従前は劇場及び大型スポーツ施設等がありました。 

 「３ 説明会について」ですが、令和７年５月１６日、金曜日、午後７時から午後８時

まで、きゅりあん（品川区立総合区民会館）７階イベントホールＣ・Ｄ・Ｅで開催され、

１７名の出席がありました。 

 参加者からは「一時利用者を含めて、駐輪場の利用者が多くなると思われる。駐輪場の

管理体制がどうなるのか。」との質問があり、設置者からは「料金体系や店舗利用者への

割引サービスの提供により、近隣に影響を与えることがないように検討します。」と説明

し、理解を求めました。 

 「４ 法８条に基づく意見」ですが、品川区の意見を令和７年６月２０日に受理してい

ますが、意見はございません。公告による申出者の意見についてはございませんでした。 

 以上で事務局からの説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○野田会長 それでは、ただいまの事案について、ご審議をお願いします。 

 泉山委員、いかがでしょうか。 

○泉山委員 特にコメントはありません。 

○野田会長 坂村委員、いかがでしょうか。 

○坂村委員 特にございません。 

 １点、道路の１－２号というのは、いつ頃開通予定かだけ教えていただいてもよろしい

でしょうか。 

○志賀課長代理 １－２号と申しますと、北西側の道路でよろしいですかね。 
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○坂村委員 そうですね。 

○志賀課長代理 こちらの開通が、たしか本件開業の２、３年後だったと思うんですが、

ちょっとお待ちください。 

○坂村委員 じゃあ大体２、３年ぐらい、この暫定的な右折の入庫とかが継続されるとい

う理解でよろしいですか。 

○志賀課長代理 そうですね。その後開業すると、暫定が解除されるという形で伺ってい

ます。この西側、空き地になっているところに、北西側にあります品川区役所が移転して

きますので、その工事完了後という形になります。 

○坂村委員 分かりました。 

 もちろん配慮されていると思うんですけど、工事車両とかもずっとあると思いますので、

そこら辺との接触がないようにというか、うまく誘導していただければと思っております。 

○志賀課長代理 分かりました。その旨、お伝えさせていただきます。 

○野田会長 横田委員、いかがでしょうか。 

○横田委員 特にございません。 

○野田会長 小嶋委員、いかがでしょうか。 

○小嶋委員 ありません。 

○野田会長 大門委員、いかがでしょうか。 

○大門委員 特にございません。 

○野田会長 朝倉委員、いかがでしょうか。 

○朝倉委員 特にありません。 

○野田会長 横山委員、いかがでしょうか。 

○横山委員 周辺の敷地の状況を考えると、特に騒音について大きな問題はないかと思う

んですけれども、等価騒音レベルの昼間・夜間の平均値は予測結果の基準値を下回ってい

るようですけれども、夜間の最大値の予測結果が一部設備機器ですとか、来客車両の走行、

大型車走行の影響で基準値を上回っているという結果がありました。 

 直近住居外壁での再予測結果については基準値を下回っているということですけれども、

もし近隣からの意見があった場合には、適切な対処をお願いできればと思います。 

 以上です。 

○志賀課長代理 お話、承りました。その旨、お伝えさせていただきます。 
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○野田会長 道満委員、いかがでしょうか。 

○道満委員 特にございません。 

○野田会長 南部委員、いかがでしょうか。 

○南部委員 特にございません。 

○野田会長 それでは、よろしいでしょうか。 

 審議会として、本案件は大規模小売店舗立地法に基づく意見なしと決定いたしたいと思

いますが、いかがでしょうか。よろしければ、挙手ボタンを押していただけますでしょう

か。 

〔各委員、Ｔｅａｍｓの挙手ボタンをクリック〕 

○志賀課長代理 全員挙手いただきました。 

○野田会長 それでは、「ＯＩＭＡＣＨＩ ＴＲＡＣＫＳ（大井町トラックス）」におけ

る東日本旅客鉄道株式会社による新設の届出については、次のように決定いたします。 

 本案件に係る届出は、品川区の意見がないことと、大規模小売店舗立地法第４条に基づ

く指針を勘案し、総合的に判断して、大規模小売店舗立地法に基づく意見なしとすること

を決定いたします。 

 

（２）「公正屋あきる野引田店、スギ薬局あきる野引田店」の新設について 

 

○野田会長 続きまして、あきる野市の「公正屋あきる野引田店、スギ薬局あきる野引田

店」における株式会社公正屋ほか１名による新設の届出の案件についてです。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

○志賀課長代理 審議案件の概要「公正屋あきる野引田店、スギ薬局あきる野引田店」の

新設について、ご説明申し上げます。 

 資料１の２ページ、「１ 届出の概要」をご覧ください。 

 届出日は令和７年４月３０日、設置者は株式会社公正屋ほか１名、店舗の名称は「公正

屋あきる野引田店、スギ薬局あきる野引田店」、所在地は秋多都市計画事業武蔵引田駅北

口土地区画整理事業第２６街区、小売業者名は株式会社公正屋ほか１名での届出となって

おります。 

 新設する日は令和７年１２月３１日、店舗面積は２，４１１平方メートルです。 
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 駐車場の台数は駐車場Ｎｏ．１として１０３台整備します。指針に基づく必要駐車台数

は１０３台であり、これと同数の届出となっております。 

 併設施設、従業員駐車場用と合わせて、施設全体としては１７６台の駐車場を設置しま

す。 

駐車場の出入口は出入口２か所の設置となります。 

 自動二輪車用駐車場は５台分設置します。 

 駐輪場は３か所合計で８４台分整備します。あきる野市には、自転車等駐車場の整備に

関する条例はありません。指針に記載されている参考値を用いて算出した６９台を上回る

届出となります。 

 荷さばき施設は３か所合計で４３５平方メートル分整備します。使用時間帯は荷さばき

施設Ｎｏ．１、Ｎｏ．２は午前６時から午後１０時まで、Ｎｏ．３は午前６時から午前８

時３０分までです。 

 廃棄物等の保管施設については、３か所合計で１９．３９立方メートル分整備します。

指針に基づく排出予測量１１．２４立方メートルに対し、充足する計画です。 

 開店時刻は午前９時、閉店時刻は午後１０時ほかとなっております。 

駐車場の利用時間帯は午前８時３０分から午後１０時３０分までです。 

 次に、「２ 周辺の生活環境等」です。 

 計画地はＪＲ東日本五日市線「武蔵引田」駅の北約１００メートルに位置しており、用

途地域は第二種住居地域です。 

 店舗周辺の状況ですが、東側は市道を挟んで病院等が立地、西側は市道を挟んで共同住

宅等が立地予定、南側は区画道路を挟んで商業施設が立地予定、北側は区画道路を挟んで

公園、共同住宅等が立地予定といった環境となっています。 

 参考情報ですが、当該敷地は土地区画整理事業用地であり、従前は複数の住居がありま

した。 

 「３ 説明会について」ですが、令和７年６月１２日、木曜日、午後７時から午後７時

５０分まで、あきる野ルピア３階ルピアホールで開催され、１７名の出席がありました。 

 参加者からは「１０トン車による搬入が予定されているが、当該時間にほかの車両の滞

留が発生しないのか。」との質問があり、設置者からは「敷地内で待機可能となるスペー

スを確保し、また、時間が重ならないような計画にしています。」と説明し、理解を求め
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ました。 

 「４ 法８条に基づく意見」ですが、あきる野市の意見を令和７年７月１５日に受理し

ていますが、意見はございません。公告による申出者の意見についてはございませんでし

た。 

 以上で事務局からの説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○野田会長 それでは、ただいまの事案について、ご審議をお願いいたします。 

 泉山委員、いかがでしょうか。 

○泉山委員 コメントはありません。 

○野田会長 坂村委員、いかがでしょうか。 

○坂村委員 特にございません。 

○野田会長 横田委員、いかがでしょうか。 

○横田委員 特にございません。 

○野田会長 小嶋委員、いかがでしょうか。 

○小嶋委員 来退店経路の周辺に小学校の通学路があるようですので、下校の時間帯には

車と子供とが重なると思いますので、来客の方への安全の啓発を店舗からお願いしたいと

思います。 

 以上です。 

○志賀課長代理 その旨、設置者にお伝えさせていただきます。 

○野田会長 大門委員、いかがでしょうか。 

○大門委員 特にございません。 

○野田会長 朝倉委員、いかがでしょうか。 

○朝倉委員 特にありません。 

○野田会長 横山委員、いかがでしょうか。 

○横山委員 この件につきましても、昼間・夜間の等価騒音レベルの予測結果は基準値を

下回っているようなんですけれども、夜間の最大値のほうの予測結果が、冷凍機、室外機

の影響で基準値を上回っているという予測結果のようです。 

 現在、周辺に住宅はないということですが、今後の立地の予定もあるということですの

で、住民の方からご意見があった場合には、適切に対応をお願いいたします。 

 以上です。 
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○志賀課長代理 その旨、設置者にお伝えさせていただきます。 

○野田会長 道満委員、いかがでしょうか。 

○道満委員 特にございません。 

○野田会長 南部委員、いかがでしょうか。 

○南部委員 特にございません。 

○野田会長 よろしいでしょうか。 

 それでは、審議会として、本案件は大規模小売店舗立地法に基づく意見なしと決定いた

したいと思いますが、いかがでしょうか。よろしければ、挙手ボタンを押していただけま

すでしょうか。 

〔各委員、Ｔｅａｍｓの挙手ボタンをクリック〕 

○志賀課長代理 全員挙手をいただきました。 

○野田会長 それでは、「公正屋あきる野引田店、スギ薬局あきる野引田店」における株

式会社公正屋ほか１名による新設の届出の案件については、次のように決定いたします。 

 本案件に係る届出は、あきる野市の意見がないことと、大規模小売店舗立地法第４条に

基づく指針を勘案し、総合的に判断して、大規模小売店舗立地法に基づく意見なしとする

ということを決定いたします。 

 以上で、本日の議題２件の審議は全て終了となります。ご審議ありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の東京都大規模小売店舗立地審議会を終了いたします。 


